
健康になるための取り組みで「ち〜バリュ〜カード」をもらおう！

東庄町健康チャレンジ事業
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　STEP①　申請台紙をもらう
　・�保健福祉総合センターまたは町役場町民課国保年金

係窓口で配布しています。
　・町ホームページからもダウンロードできます。

　STEP②　健康チャレンジメニューを決める
　・�食事や運動、休養などの生活習慣について目標設定

するだけで20ポイント、設定した目標を1か月継続
すると30ポイントもらえます。

　STEP③　イベントメニューに参加する
　・�各種健（検）診や町主催の運動教室、ボランティア活
動等のイベントに参加すると50ポイントもらえます。

　STEP④　申請する
　�　健康チャレンジメニューとイベントメニューの合計
が200ポイント貯まったら…保健福祉総合センターま
たは役場町民課国保年金係窓口にて申請！

　STEP⑤　カードとポイントをもらう
　・�ち〜バリュ〜カードとコジュリンポイント100ポイ

ントをもらう！
　・�ち〜バリュ〜カードを県内の協賛店で提示すると、割

引やプレゼントなどお得なサービスを受けられます。

　詳しくは、「元気ちば！健康チャレンジち〜バリュ〜」
のホームページをご覧ください。
� 問　健康福祉課　保健衛生係　☎79-0911
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申請期間：5月1日～令和9年3月31日

豊かな老後のため、今できること

将来の年金額を増やす2つの方法
まもなく届出期限です!

戸籍に記載される「氏名のフリガナ」
　昨年6月～8月ごろに、「戸籍に記載される予定のフリ
ガナの通知」が本籍地から送付されています。
　フリガナが誤っている場合は届出が必要です。届出忘
れのないよう、再度ご確認をお願いします。

　～令和8年5月25日
　「氏名のフリガナ」の届出期限です。
　＊通知されたフリガナが正しい場合は届出不要です。

　令和8年5月26日 ～
�期限までに届出がなかった方について、事前に通知さ
れたフリガナが順次戸籍に記載されます。記載の時期
は本籍地により異なります。
　＊東庄町に本籍がある方は、10月上旬に記載予定です。

住民票とはどうやって連携する？
⇒本籍地の役場が戸籍にフリガナを記載した後、住所地
の役場にフリガナ情報が通知され、順次、住民票にもフ
リガナが記載されます。

戸籍に記載されたフリガナは変更できない？
⇒届出をせず戸籍に記載されたフリガナは、1回に限り
家庭裁判所の許可を得ず変更の届出を行うことができま
す。届出により戸籍に記載されたフリガナを変更する場
合は、家庭裁判所の許可が必要です。

　ご相談・ご不明な点などはお問い合わせください。
� 　問　町民課　町民係　☎86-6070

　町では、私たちと一緒に働く職員を募集します。あ
なたの力を東庄町のまちづくりに活かしてみませんか。

令和9年4月1日採用
　募集人数　�①一般行政職上級 4人程度　
　　　　　　②技術職（土木）上級 若干名
　応募資格　�①�平成3年4月2日～平成17年4月1日に

生まれた人で、学歴を問わない。
　　　　　　�②�昭和61年4月2日～平成17年4月1日

に生まれた人で、学歴を問わない。	
　上記のほか、平成17年4月2日以降に生まれた人で、
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した
人（令和9年3月までに卒業見込みの人を含む）。

第1次試験日	 7月12日（日）
会　　　場 	 香取市立佐原中学校
受 付 期 間 	 �5月19日（火）～6月2日（火）（土・日

曜日を除く）郵送は6月2日（火）必着
申   込   書	 �町役場2階⑩庶務係で配布または町

ホームページからダウンロード
� 問　総務課　庶務係　☎86-6082

共に、東庄のために-

町職員の募集
持続可能なまちを目指して

生ごみ減量化
促進事業補助金について
　生ごみ減量化促進事業として、生ごみ減量化に役立
つ装置を購入した人に補助金を交付しています。

※申請には交付申請書、交付請求書、購入した販売店
からの領収書、商品のカタログ、保証書（生ごみ処理
機の場合）が必要になります。
※詳細は、下記までお問い合わせください。
� 問　町民課　生活環境係　☎86-6072

　付加年金制度に関すること
　　問　佐原年金事務所　　　☎54-1442
　　問　町民課　国保年金係　☎86-6071

　国民年金基金に関すること
　　問　全国国民年金基金　　☎0120-65-4192

毎月の保険料に上乗せする「付加年金制度」
　�国民年金保険料に月400円上乗せすることで、老齢
基礎年金を一生涯増やす制度です。「付加年金を納め
た月数×200円」が老齢基礎年金の年額に上乗せされ
ます。

国民年金に上乗せする公的な年金「国民年金基金」
　�国民年金基金は自営業者の方などがゆとりある老後を
過ごせるように、自分で入る公的な個人年金です。生
涯受け取れる終身年金が基本。国民年金基金制度には、
税制上の優遇措置があります。

※�付加年金と国民年金基金はどちらか一方のみの加入と
なります。

補助対象となるもの 補助金額

生ごみ処理機
購入金額の2分の1
上限　30,000円
（1世帯あたり1基まで）

生ごみ堆肥化容器
購入金額の2分の1
上限　30,000円
（1世帯あたり2基まで）


